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１．はじめに
　最近韓国で話題になっている特許紛争と韓国大法
院と韓国特許法院が重要な判決として発表した判決
の中で、特に日本企業に役立つような判決を選んで
紹介する。

２．最近の韓国における主な特許紛争
（１）アモーレパシフィック社の「クッション」特

許に関する特許侵害及び無効事件

（株式会社アモーレパシフィックvs.コスメクス
株式会社）

関連特許は、韓国のアモーレパシフィックグ
ループ１が2008年の発売以来累積販売量が１億個
以上に達しているクッションという製品に関す
る。当社の2015年の売上高の20％ほどがクッショ
ンの売上げで得られたものであると報じられてい
る。クッションは、日焼け止めとメイクアップベー
ス、ファンデーションなどをスポンジ材料に吸収
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させてパック型容器に入れて発売したメイクアッ
プ製品である２。

株式会社アモーレパシフィック（以下、アモー
レパシフィック社）は、2011年３月に「化粧料組
成物が含浸された発泡ウレタンフォーム（スポン
ジ材質）を含む化粧品」との名称で、特許を出願
した。コスメクス株式会社３（以下、コスメクス社）
は、アモーレパシフィック社の特許出願日以前の
1982年に公開した、自社の「スキンケア用スポン
ジ」及び2009年に発表した「発泡ウレタンフォー
ムに含浸させて製造する紫外線遮断化粧品」との
先行発明と同一であるとの理由で、2015年10月、
特許審判院に特許無効審判を請求した。特許審判
院は、審判請求を棄却して特許を有効と判断した
が、特許法院は、審決を取り消して特許を無効と
判断した。特許法院の判決に対して、アモーレパ
シフィック社が上告したため、大法院の上告審の
判断を待っている状態である。

当該特許を巡る特許紛争は、韓国内化粧品マー
ケットシェア１位及び２位のアモーレパシフィッ
ク社と株式会社LG生活健康との間で2012年から
2015年の間にもあった。当時両社は、最終審であ
る上告審において、互いに特許を使用できるよう
に合意し、互いの訴訟を取り下げている。

【特許法院2018.2.8.宣告2016ホ8667判決】

事件番号：2016ホ8667
原告（審判請求人）：コスメクス株式会社
被告（審判被請求人）： 株式会社アモーレパシ

フィック
原審：特許庁2015ダン5636登録無効（特）、請

求棄却（特許有効）
【判決の要旨】

請求項１の訂正請求範囲の発明は、通常の
技術者が先行発明１または先行発明１、３か
ら容易に発明することができると言えるため、
先行発明１又は先行発明１、３によって進歩
性が否定される。

特許権：韓国特許第10-1257628号４

１）発明の名称：化粧料組成物が含浸された発
泡ウレタンフォームを含む化粧品

２）出願日/登録日/登録番号：2011.03.24/2013. 
04.17/10-1257628

３）特許権者：株式会社アモーレパシフィック
４）特許請求範囲（無効審判手続き中に訂正さ

れたが、訂正請求範囲は未確認）

【請求項１】
化粧料組成物が含浸されたポリエーテル系

であって、網状型構造を有する発泡ウレタン
フォームを含む化粧品。

（２）ソオテレコム社とＬＧユープラス社間の特許
侵害訴訟事件
（ソオテレコム株式会社vs.株式会社ＬＧユープ

ラス）
今年１月19日、韓国特許法院では、15年間続い

ている韓国の中小企業ソオテレコム株式会社５（以
下、ソオテレコム社）と韓国の大企業株式会社LG
ユープラス６（以下、LGユープラス社）との特許
紛争において、LGユープラス社の携帯電話を利
用した緊急救助要請システム「アラジンサービ
ス」がソオテレコム社の「移動通信網を利用した
緊急呼び出し処理装置」の特許の権利範囲に属さ
ないとの特許審判院の審決を維持する判決があっ
た。当該特許は、2001年９月にソオテレコム社が
出願して2003年３月に登録されており、緊急事態
に直面している人が携帯電話の側面にあるサイド
ボタンを３秒以上押すと、あらかじめ入力してお
いた連絡先（保護者）に「救助要請メッセージ」
が送信され、位置追跡と共に盗聴モードが作動し、
現場の状況がそのまま生中継される技術に関する。
一方、LGユープラス社は、その前身であるLGテ
レコムを通じてアラジンフォンを販売したが、凶
悪事件が頻発していた当時のアラジンフォンはセ
ンセーショナルな人気を集めていたとされている７。

【大法院2007.8.24.宣告2006フ138判決】

事件番号：2006フ138 登録無効（特）
原告（上告人）：ソオテレコム株式会社
被告（被上告人）：株式会社ＬＧユープラス
原審：特許法院2005.12.16宣告2005ホ1554判決
（特許有効）

特許権：韓国特許第 10-0379946号
【判決の要旨】

「…通常の技術者が原審判示の比較対象発
明によって、本件訂正請求された請求項３の
発明を（さらに同じ理由で、訂正請求前の本
件特許発明の請求項１及びその従属項である
２〜４、７、および請求項１の方法発明とし
て表現した９及びその従属項である11、14も
同様である）容易に発明することができると


